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様式Ⅰ 

 

Ⅰ－Ⅰ．「基本原則」及び「原則」の遵守（実施）状況の点検結果 

基本原則・原則 遵守状況 

基本原則１ 自主性・自律性の確保（特色ある運営） ○ 

原則１－１ 建学の精神等の基本理念に基づく教学運営体制の確立 ○ 

原則１－２ 中期的な計画の策定方針の明確化及び進捗管理 ○ 

基本原則２ 公共性・社会性の確保（社会貢献） ○ 

 原則２－１ 教育研究活動の成果の社会への還元 ○ 

 原則２－２ 多様性への対応 ○ 

基本原則３ 安定性・継続性の確保（学校法人運営の基本） ○ 

 原則３－１ 理事会の構成・運営方針の明確化 ○ 

 原則３－２ 監査機能の強化及び監事機能の実質化 ○ 

 原則３－３ 評議員会の構成・運営方針の明確化 ○ 

 原則３－４ 危機管理体制の確立 ○ 

基本原則４ 透明性・信頼性の確保（情報公開） ○ 

 原則４－１ 教育研究・経営に係る情報公開 ○ 

 

Ⅰ－Ⅱ．遵守（実施）していない「基本原則」の説明 

該当する基本原則 説明 

  

 

Ⅰ－Ⅲ．遵守（実施）していない「原則」の説明 

該当する原則 説明 
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様式Ⅱ 

 

Ⅱ－Ⅰ．「原則」の遵守（実施）状況の判断に係る「実施項目」の取組状況 

原則１－１ 建学の精神等の基本理念に基づく教学運営体制の確立 

実施項目１－１① 説明 

建学の精神等の基

本理念及び教育目

的の明示 

2020 年 4 月に、関西国際大学の旧設置法人である学校法人

濱名学院と学校法人神戸山手学園が法人合併を行い、これを

機に、両法人の創設の理念である「建学の精神」を尊重しつ

つ、それらを包含する学校法人濱名山手学院の教育機関とし

てのありたい姿を示す教育ミッションを「他者を尊重しつ

つ、主体的・能動的に自らの人生を切り拓き、３つの C

（Communication;情報収集,意見調整,発信、Consideration;

熟考,考慮,思いやり、Commitment;参画,貢献）を実行できる

人間を世界に送り出すこと」と定め、大学のウェブサイトを

通じて公表するとともに、「関西国際大学学則」に上記教育ミ

ッションに基づき、「グローバルな視野に立った教養と専門的

知識・技術を修得し、安全な社会やコミュニティづくりに向

けて総合的に活用できる人材を育成すること」を大学の目的

として定めている。 

https://www.kuins.ac.jp/about/info/mission.html 

実施項目１－１② 説明 

「卒業認定・学位

授与の方針」、「教

育課程編成・実施

の方針」及び「入

学者受入れの方

針」の実質化 

本学では、学部学科・研究科ごとに「卒業の認定に関する

方針（ディプロマ・ポリシー；DP）」、「教育課程の編成及び実

施に関する方針（カリキュラム・ポリシー；CP）」、「入学者の

受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー；AP）」を定

め、大学のホームページ、履修要項に明記することにより、

学生及び受験生等に明示している。また、学部学科では CP に

基づき学修した活動履歴及びその成果を学修ポートフォリオ

に蓄積し、学年ごとにそれを要約した「KUISs 学びのショー

ケース」を作成している。さらに、DP に掲げる教育目標の達

成状況を確認するため、KUISs 学修ベンチマークを設定し、

それに照らして定期的に学生自ら目標を立て、達成状況を確

認している。 

上記 3 つのポリシーを実質化するため、「関西国際大学内部

質保証推進に関する指針」及び「関西国際大学学修・教育目

標の評価に関する規程」に則り自己点検・評価活動を実施し

ている。 

https://www.kuins.ac.jp/about/info/3policy.html 

https://www.kuins.ac.jp/about/info/target.html 

実施項目１－１③ 説明 

教学組織の権限と

役割の明確化 

本学では、学長が大学の校務をつかさどり、教職員を統督

し、大学を代表する責務を負うものと位置づけている。 

学長の補佐体制として、副学長、学長補佐及び学長特別補
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佐を置き、副学長は学長を補佐し重要事項を処理し、学長補

佐は特命事項を担当する。また、学長特別補佐は、学外の視

点が有効と判断される特命事項について対応し、学長に意見

を具申する役割を担っている。さらに、学部長及び大学院研

究科委員長は学長の命を受け、当該学部又は研究科の教育・

研究その他の事項を総括し、所属教員を指揮監督する。 

また、「関西国際大学学則」及び「関西国際大学大学院学

則」により、学長が全学的な意思決定を行うにあたり、その

審議機関として「大学協議会」、「教授会」及び「大学院研究

科委員会」を置き、その審議を踏まえ、教育研究を中心とす

る全学的事項について学長が最終的な意思決定を行う体制を

整えている。なお、「教授会」及び「大学院研究科委員会」

は、学部学生又は大学院生の入学、卒業及び課程修了、学位

授与並びにその他教育・研究に関する重要事項について審議

し、意見を述べる機関として位置づけている。 

このように本学では、学長の権限と責任を明確にするとと

もに、大学協議会及び教授会の審議機能を適切に位置づけ、

教学組織全体としての権限と役割の明確化を図っている。 

https://www.kuins.ac.jp/about/info/regulations.html 

実施項目１－１④ 説明 

教職協働体制の確

保 

本学では、大学協議会、執行部会議、常務会などの重要な

会議においては、事務局長及び各事務部門の部長が出席し、

教員と職員（事務局）が連携・協力のもと大学運営を行って

いる。また教学組織において各センターがあり、このセンタ

ーは教員のセンター長とそのセンターの担当事務局において

業務が遂行されるなど、教職協働に取り組んでいる。 

実施項目１－１⑤ 説明 

教職員の資質向上

に係る取組みの基

本方針・年次計画

の策定及び推進 

本学では、毎年度、全教職員を対象として年間 3回の PD

（Professional Development）研修会を実施している。PD研

修会では、大学全体に関わる重要課題をテーマに設定し、学

長による講演、IRデータに基づく現状分析と課題の共有、グ

ループワーク等を組み合わせ、1回につき 1日または 2日間

をかけて実施している。これにより、大学の方向性や戦略に

ついて全教職員の共通理解を図り、組織的な取組として推進

している。 

また、主に事務職員を対象とした SD（Staff 

Development）として、近年重要性が高まっているテーマに基

づく研修を実施しており、ハラスメント対応に関する電話応

対研修や、生成 AIの活用に関する研修会等を行っている。さ

らに、本学が加盟する一般社団法人学修評価・教育開発協議

会が企画する講演会等にも SDとして参加し、職員の資質・能

力の向上に努めている。 

原則１－２ 中期的な計画の策定方針の明確化及び進捗管理 
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実施項目１－

２① 

説明 

中期的な計画

の策定方針の

明確化及び具

体性のある計

画の策定 

本法人は、2022 年 3 月に、2030 年度までに実現をめざす学校

法人濱名山手学院の姿と、その実現のために取り組むべき指針

や具体案を示した「学校法人濱名山手学院長期計画」を策定し

ている。その長期計画において、2021 年度から 2024 年度までの

4年間を「第 1次中期計画期間（基礎整備期間）」、2025年度から

2027 年度までの 3 年間を「第 2 次中期計画期間（本格実施期

間）」、2028 年度から 2030 年度までの 3 年間を「第 3 次中期計画

期間（集大成期間）」として位置付けている。第 1 次中期計画及

び第 2次中期計画は、評議員会に意見を聴き、理事会の審議を踏

まえて学校園ごとに策定し、それに基づいて実施している。 

https://www.kuins.ac.jp/about/disclosure/action_plan.html 

実施項目１－

２② 

説明 

計画実現のた

めの進捗管理 

本学における中期計画は、10の戦略的な目標領域を設け、3

年後に達成すべき目標について KGI(Key Goal Indicator)を設定

している。学部学科及びセンター等(以下、「各部局等」)は、中

期計画に基づく KGIの達成に向けた事業計画を毎年作成し、KGI

の実績値を確認しながら推進している。 

また、全教職員を対象とした事業計画報告会・説明会を実施

して各部局の取り組みとその進捗状況を共有するとともに、各

部局の年度ごとの進捗状況については評価センター（内部質保

証委員会）が把握管理し、これらの結果は自己評価報告書とし

て、大学のウェブサイトを通じて公表している。 

https://www.kuins.ac.jp/about/disclosure/hyoka.html 

原則２－１ 教育研究活動の成果の社会への還元 

実施項目２－１① 説明 

社会の要請に応える人

材の育成 

本学の DP(ディプロマ・ポリシー)に掲げる教育目標の

達成状況を確認するために設定した「KUISs 学修ベンチ

マーク」は、社会から求められている能力を明示してお

り、それらの能力を身につけるために策定した CP(カリ

キュラム・ポリシー)に基づき、グローバルスタディ、

サービスラーニング、コーオプ・プログラム及び各専門

分 野 の 実 習 等 の 経 験 学 習 や PBL(Project Based 

Learning)などの教育方法の工夫により社会の要請に応

える力を着実に修得できる教育を行っている。 

その達成状況を定期的に確認することに加えて、学修

履歴及びその成果を可視化する「KUISs 学びのショーケ

ース」を通じて、大学での学びを実社会に示す仕組みを

整えている。 
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これらの取組を通じ、実社会とつながる教育の仕組み

のもと、社会の要請に応える人材育成を推進している。 

また、社会人の生涯学習および地域への大学開放の一

環として、教育・福祉分野を中心とした各種公開講座を

実施しているほか、科目等履修制度、幼稚園教諭免許法

認定講習、大学院履修証明プログラムを設け、個々の学

習ニーズに応じた多様な学修機会を用意している。さら

に、社会人を対象とした特別入試区分を設けるととも

に、大学院人間行動学研究科臨床教育学専攻においては

長期履修制度を導入し、社会人が学びやすい環境を整備

している。 

https://www.kuins.ac.jp/society/manabi/ 

https://www.kuins.ac.jp/about/info/target.html 

https://www.kuins.ac.jp/admission/guide/ 

実施項目２－１② 説明 

社会貢献・地域連携の

推進 

本学では、学生が地域社会に存在する生活課題や社会

問題の解決に向けた取組に参画し、多様な社会的・文化

的背景をもつ人々と協働する体験を得る「サービスラー

ニング」を実施している。本学のサービスラーニング

は、学生の主体的な学修機会の創出にとどまらず、地域

が抱える課題の把握や解決に向けた実践的な取組として

位置づけられており、地域社会への貢献を伴う教育活動

として展開している。 

2025 年度においては、SDGs の各指標と関連づけた 50

のサービスラーニング・プログラムを開講し、延べ 635

名の学生が参加した。これらのプログラムでは、地域住

民や自治体、関係団体等と連携しながら活動を行い、学

生が地域課題の解決過程に参画することで、地域におけ

る課題対応の一助となっている。また、本学は兵庫県、

三木市、尼崎市、丹波市、養父市、神戸市、南あわじ市

と連携協定を締結しており、これらの自治体との連携を

基盤として、教育・社会貢献活動の充実を図っている。 

また、本学は、大学都市神戸産官学プラットフォーム

に参画し、大学・企業・行政が連携する枠組みのもと、

地域課題の解決及び人材育成に資する取組を推進してい

る。同プラットフォームは、大学・企業・行政が共創す

ることで地域課題の解決や人材育成を推進することを目

的としており、本学もその一員として活動し、地域社会

への貢献と連携強化を図っている。 

https://www.kuins.ac.jp/society/ 

https://www.kuins.ac.jp/experience/si/ 

https://kobeplatform.or.jp/about/ 

 

原則２－２ 多様性への対応 

https://www.kuins.ac.jp/society/manabi/
https://www.kuins.ac.jp/about/info/target.html
https://www.kuins.ac.jp/society/
https://www.kuins.ac.jp/experience/si/


 

 

7 

 

実施項目２－

２① 

説明 

多様性を受容

する体制の充

実 

本学では、多様な背景を有する学生を支援するため学生セン

ターにインクルーシブ支援部門及び学生相談部門を設置し、障

がい等のある学生の合理的配慮について、適切に取り組んでい

る。また、留学生の学修及び生活の支援については、グローバ

ル教育センター留学生支援部門が担い、多様な学生の受け入れ

を行っている。教職員の採用に当たっては人事部人財育成課が

担い、外国籍の教職員も積極的に採用している。また、全教職

員が参加して行う PD（ProfessionalDevelopment）研修会におい

て本テーマを取り扱い、理解を深めている。 

実施項目２－

２② 

説明 

役員等への女

性登用の配慮 

本法人における役員等への女性の登用状況については、理事 9

名のうち 1 名、評議員 12 名のうち 5 名が就任している。また、

大学における主な役職への女性の登用状況については、副学長

３名のうち１名、学部長７名のうち２名、部長職９名のうち２

名が就任している。 

このように、本法人及び本学では役員及び評議員の構成にお

いて、女性の参画を確保している。 

https://www.kuins.ac.jp/about/disclosure/officerlist.html 

原則３－１ 理事会の構成・運営方針の明確化 

実施項目

３－１① 

説明 

理事の人

材確保方

針の明確

化及び選

任過程の

透明性の

確保 

本法人における理事の資格及び構成については、「私立学校法第 31

条」に規定される資格及び構成に関する要件を遵守することを、「学

校法人濱名山手学院寄附行為」（以下「寄附行為」という）において

明確に定めている。また、理事の選任にあたっては、法人内に理事の

選任機関として「理事・評議員選任委員会」を設置し、「学校法人濱

名山手学院理事・評議員選任委員会運営規程」に基づき、公正かつ適

切な手続きを経て理事を選任している。 

https://www.kuins.ac.jp/about/disclosure/kuis_information.html 

実施項目

３－１② 

説明 

理事会運

営の透明

性の確保

及び評議

員会との

協働体制

の確立 

本法人では、「寄附行為」において理事の職務を定めており、「学校

法人濱名山手学院寄附行為施行細則」（以下「寄附行為施行細則とい

う」及び「学校法人濱名山手学院理事会運営規程」において理事会の

決議事項と運営等について定め、それらに基づき理事会を定期的に開

催している。評議員会の運営については「寄附行為施行細則」及び

「学校法人濱名山手学院評議員会運営規程」（以下「評議員会運営規

程」という）で定めている。 
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「寄附行為」に、理事会が決定をするときに、あらかじめ評議員会

の意見を聴かなければならない事項を定め、また、評議員会には理事

長、専務理事、常務理事が出席し、議案の説明や質疑応答に対応する

ことにより、理事会と評議員会との良好な関係を築き協働体制を確立

している。また大学協議会及び教授会において、理事会承認事項を報

告し、教学組織と共有を図っている。 

https://www.kuins.ac.jp/about/disclosure/kuis_information.html 

実施項目

３－１③ 

説明 

理事への

情 報 提

供・研修

機会の充

実 

理事への本学に関する情報提供として事業計画説明会及び報告会、

年頭式等の大学の行事を案内し、参加の機会を提供している。また、

学校法人の適切な運営に求められる知識の向上、習得については、必

要に応じ学外研修等に参加できるようにしている。 

さらに、最近の教育動向・教育政策については、理事長より理事会

等を通じて情報提供がなされている。 

原則３－２ 監査機能の強化及び監事機能の実質化 

実施項目

３－２① 

説明 

監事及び

会計監査

人の選任

基準の明

確化及び

選任過程

の透明性

の確保 

監事の選任基準としての資格、職務等に関する事項及び評議員会の

決議によって選任することを「寄附行為」に定めている。 

また、会計監査人についても、選任、解任、職務等に関する事項及

び評議員会の決議によって選任することを「寄附行為」に定めてい

る。 

監事は、監事の独立性を確保し、かつ利益相反を適切に防止するこ

とができる者を選任するものとしている。 

https://www.kuins.ac.jp/about/disclosure/kuis_information.html 

実施項目

３－２② 

説明 

監事、会

計監査人

及び内部

監査室等

の連携 

監事の責務及び監事による監査について「学校法人濱名山手学院監

事の職務等に関する規程」で定め、内部監査室との連携、会計監査人

との連携について規定している。 

また、「学校法人濱名山手学院内部監査規程」においても監事及び

会計監査人の監査業務と連携することが定められている。内部監査室

で監査した事項及び会計監査人が監査した事項については、監事を中

心とした三様監査を開催して協議し、管理運営に関する指摘事項及び

業務改善に必要な事項をリスク管理上必要な点を含めて確認を行い、

理事長に報告している（年 2回）。 

実施項目

３－２③ 

説明 

監事への

情 報 提

供・研修

監事への本学に関する情報提供として事業計画説明会及び報告会、

年頭式等の大学の行事を案内し、参加の機会を提供している。また、

学校法人の適切な運営に求められる知識の向上、習得については、必
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機会の充

実 

要に応じ学外研修等に参加できるようにしている。 

さらに、最近の教育動向・教育政策については、理事長より理事会

等を通じて情報提供がなされている。 

原則３－３ 評議員会の構成・運営方針の明確化 

実施項目

３－３① 

説明 

評議員の

選任方法

や属性・

構成割合

について

の考え方

の明確化

及び選任

過程の透

明性の確

保 

本法人における評議員の選任は、「寄附行為」に定めた資格と人数

に基づき、「理事・評議員選任委員会」において行っている。具体的

には、評議員は次の構成により選任するものとしている。 

(1) 本法人の職員のうちから、選任委員会において選任した者 3名 

(2) 本法人の設置する学校を卒業した者で、年齢 25 歳以上の者のう

ちから、選任委員会において選任した者 2名 

(3) 学識経験者のうちから、「理事・評議員選任委員会」において選

任した者 6名以上 7名以内 

また、評議員の選任にあたっては、年齢、性別、職業等に著しい偏り

が生じないよう配慮することとしており、多様な立場や視点が評議員

会に反映されるよう努めている。 

https://www.kuins.ac.jp/about/disclosure/kuis_information.html 

実施項目

３－３② 

説明 

評議員会

運営の透

明性の確

保及び理

事会との

協働体制

の確立 

本法人では、評議員会の運営について具体的に定めた「評議員会運

営規程」を整備し、理事会の運営とは明確に区分した体制のもとで、

評議員会を運営している。 

また、理事会が決定をするときに、あらかじめ評議員会の意見を聴

かなければならない事項を「寄附行為」に定めている。評議員会には

理事長、専務理事、常務理事が出席し、議案の説明や質疑応答に対応

している。このように、理事会との役割分担及び連携関係を明確化す

ることにより、両者の協働による適切な法人運営体制を構築してい

る。 

https://www.kuins.ac.jp/about/disclosure/kuis_information.html 

実施項目

３－３③ 

説明 

評議員へ

の情報提

供・研修

機会の充

実 

評議員への本学に関する情報提供として事業計画説明会及び報告

会、年頭式等の大学の行事を案内し、参加の機会を提供している。ま

た、学校法人の適切な運営に求められる知識の向上、習得について

は、必要に応じ学外研修等に参加できるようにしている。 

さらに、最近の教育動向・教育政策については、理事長より評議員

会等を通じて情報提供がなされている。 

原則３－４ 危機管理体制の確立 

実施項目３－４① 説明 

危機管理マニュアルの 本法人では、「学校法人濱名山手学院リスク管理規
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整備及び事業継続計画

の策定・活用 

程」において、理事長を法人における危機管理統括者

とし、危機管理対策を推進すること及び危機事象が発

生した際の危機対策本部の設置などを定めている。大

学においては、「関西国際大学危機管理委員会規程」に

従い、危機管理対策の基本方針の策定と危機管理に関

する必要な事項を決めており、「危機管理マニュアル」

「火災対応マニュアル」「災害対応マニュアル」等の各

種マニュアルを作成し、危機事象への対応に備えてい

る。 

また、危機対策本部は危機事象への対応と、その後

の復旧に関しても携わり、事業の継続を図ることとし

ている。 

実施項目３－４② 説明 

法令等遵守のための体

制整備 

本法人では、「学校法人濱名山手学院内部統制システム

整備の基本方針」を制定し、コンプライアンスに関する管理

体制について明記している。また、「学校法人濱名山手学院

コンプライアンス推進規程」を定め、役員等及び職員が、法

令、「寄附行為」ならびに法人の諸規程を遵守し、適正かつ

公正に職務を遂行するための基本的な枠組みを整備してい

る。同規程においては、法人におけるコンプライアンス推進

の最高責任者を理事長と定め、理事長のもとで、法令遵守

体制の整備及び運用を行う体制を構築している。また同規

程において、法人のコンプライアンスに関して相談または通

報する窓口についても定めている。 

原則４－１ 教育研究・経営に係る情報公開 

実施項目４－１① 説明 

情報公開推進のための

方針の策定 

本学に求められる社会的説明責任を果たすことを通

じ、公正かつ透明性の高い運営の実現を目的として「関

西国際大学情報公開規程」を定め、公開に関して必要な

事項を定めている。大学のウェブサイトの「教育情報の

公表」「財務情報」のページにおいて、「学校教育法」及

び「学校教育法施行規則」に定められた情報のほか、自

己点検・評価、公的研究費の管理・監査体制など大学の

判断により情報を公開している。 
https://www.kuins.ac.jp/about/ 

実施項目４－１② 説明 

ステークホルダーへの

理解促進のための公開

の工夫 

本学のホームページは「大学概要」「学部・大学院」

「就職・学修支援」「国際交流・海外プログラム」「学生

生活」「公開講座・社会連携・高大連携」「受験生・入試

情報」など、大学を機能別に紹介するサイトとともに、

「受験生の方」「留学生の方」「企業の方」「卒業生の方」
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「ご家族・保証人の方」と、ステークホルダー別のアイ

コンを作成し、必要な情報にすぐ誘導できるよう工夫を

している。また、外国人の方向けに、英語サイトのほか

中国語とベトナム語による簡易な本学の紹介ページを作

成している。 

公表情報はなるべく分かりやすく簡潔な文章にするよ

う心掛け、また、映像により理解が進むよう、各種 SNS

も活用している。 

また、2026 年 1 月より、ご家族・保証人の方宛に毎月

「ニューズレター」を送付し、本学の取り組み、参加可

能なイベントや行事などを広報するとともに大学のホー

ムページでも社会に向けて広く公開する。 

https://www.kuins.ac.jp 

Ⅱ－Ⅱ．「実施項目」に記載の内容とは異なる独自の方法により、「原則」を遵守し

ていると判断した場合の取組内容 

該当する原則 説明 

  

 


